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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェイスダウン実装が可能なチップサイズパッケージ型の半導体装置であって、
　互いに背向する第１主面および第２主面を有し、シリコン、窒化ガリウムまたは炭化ケ
イ素からなる半導体層と、
　互いに背向する第３主面および第４主面を有し、前記第３主面が前記第２主面に接触し
て形成され、前記半導体層よりも厚く、第１の金属材料からなる第１の金属層と、
　互いに背向する第５主面および第６主面を有し、前記第５主面が前記第４主面に接触し
て形成され、前記第１の金属材料よりもヤング率の大きい第２の金属材料からなる第２の
金属層と、
　前記半導体層の第１の領域に形成された第１の縦型電界効果トランジスタと、
　前記半導体層において、前記第１の領域と前記第１主面に沿った方向で隣接する第２の
領域に形成された第２の縦型電界効果トランジスタと、を有し、
　前記第１の縦型電界効果トランジスタは前記半導体層の前記第１主面側に第１のソース
電極および第１のゲート電極を有し、
　前記第２の縦型電界効果トランジスタは前記半導体層の前記第１主面側に第２のソース
電極および第２のゲート電極を有し、
　前記第１の金属層は、前記第１の縦型電界効果トランジスタおよび前記第２の縦型電界
効果トランジスタの共通ドレイン電極として機能し、
　前記第１のソース電極から前記共通ドレイン電極を経由した前記第２のソース電極まで
の双方向経路を主電流経路とする
　半導体装置。
【請求項２】
　前記第２の金属層の厚さは、２μｍ以上である、
　請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第２の金属材料の線膨張係数は、前記第１の金属材料の線膨張係数より小さい
　請求項１に記載の半導体装置。
【請求項４】
　さらに、
　前記第２の金属層を平面視した場合の前記第２の金属層の外周に、前記第５主面から前
記第６主面に向かう方向に、前記第６主面から突出した第１突起部を有し、
　前記第１突起部は、前記第１の金属材料および前記第２の金属材料の少なくとも一方を
含む
　請求項１に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１突起部は、前記平面視における前記第２の金属層の外周の対向する２辺に形成
されている
　請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１突起部の突出高さは、前記第２の金属層の厚さの１／３以上である
　請求項４に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第１突起部の突出幅は、４μｍ以上である
　請求項４に記載の半導体装置。
【請求項８】
　さらに、
　互いに背向する第７主面および第８主面を有し、前記第７主面が前記第６主面に接触し



(3) JP 2020-25115 A5 2020.3.26

て形成され、セラミック材料またはプラスチック材料からなる第１のカバー層を有する
　請求項１に記載の半導体装置。
【請求項９】
　さらに、
　前記第１の金属層および前記第２の金属層の少なくとも一方の外周側面には、前記第１
の金属材料と前記第２の金属材料との合成物が形成されている
　請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記合成物は、前記第１の金属層および前記第２の金属層を平面視した場合における前
記半導体装置の全周に渡り、前記外周側面に形成されている
　請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第３主面から前記第６主面に向かう方向において、前記合成物の中心位置は、前記
第３主面から前記第６主面までの距離の半分の位置と前記第６主面の位置との間である
　請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記半導体層を平面視した場合において、前記半導体層の外周は前記第１の金属層の外
周から間隔を空けて内側に形成されている
　請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記平面視において、前記半導体層の外周は、全周に渡り前記第１の金属層の外周から
間隔を空けて内側に形成されている
　請求項１２に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記間隔の長さは、１５μｍ以上である
　請求項１２に記載の半導体装置。
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